
公共施設の使用料を改定します
明確で公平性を保つ料金体系に

　市民全体の負担の公平性を保つため、市の
施設を利用するときの使用料を見直し、10
月1日㈬から改定します。
　市内には公民館・文化施設・スポーツ施設
といった多くの公共施設があります。これら
の施設のサービスの費用は、市民の皆さんか
らの「税金」と利用者が支払う「使用料」で
賄われています。この2つが適正なバランス
を保つことが市民全体の公平性を確保する上
で必要です。そのため、施設やサービスを利
用した人がその利益に対して相応の負担をす
ることで、施設やサービスを利用する人とし
ない人の公平性が保たれることになります。

問企画政策課　☎(50)1206

　そこで、市では平成25年11月に「使用料・
手数料の見直しに関する基本方針」を策定し、
サービスに係る費用を明確にし、統一性と公
平性を考慮した上で、利用者（受益者）が費
用の内、どのくらいを負担するのが適正なの
かをまとめ、今回見直しを実施しました。
　市では今後も定期的に使用料などの見直し
を行い、引き続き、受益と負担の適正化に取
り組むとともに、これまで以上に経費の節減
やサービス向上に努めますので、市民の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
　なお、下記の施設で使用料を改定しますが、
掲載されている内容は一部です。

　詳細は、各施設へ問い合わせるか、市ホー
ムページをご覧ください。
http://www.city.katori.lg.jp/

見直しのポイント
◇経常的な経費と考えられる施設の維持管
理・運営経費のみを原価に算入し、そこに利
用者負担割合（＝50％）を乗じて使用料を
算定しました。
◇同一施設（類似施設）は、可能な限り料金
や単価の統一を図りました（体育館、野球場、
プールなど）。
◇夜間料金は割増率の統一を図りました。

【掲載は一部を抜粋したものです。詳細は各施設へ問い合わせください】

■小見川市民センター「いぶき館」　☎(82)1123

施　設　名 午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）
市民ギャラリー 2,700円 4,000円
101研修室 850円 1,300円
創作室 750円 1,100円
小ホール 3,100円 4,700円

午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）
2,700円 3,600円
850円 1,100円
750円 1,000円
3,100円 4,100円

施　設　名
改　定　前

午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）
多目的ホール（平日） 16,000円 21,000円
アリーナのみ（平日） 5,200円 6,700円

改　定　後
午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）

16,000円 16,000円
5,200円 5,200円

■佐原中央公民館　☎(55)1151

施　設　名
改　定　前

午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）
展示コーナー 1,200円 1,800円
研修室（1・2） 400円 600円
大会議室 1,400円 2,200円

改　定　後
午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）

1,200円 1,500円
400円 500円
1,400円 1,750円

■山田公民館　☎(78)4431

施　設　名
改　定　前

午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）
ホール 10,000円 15,000円
研修室1 600円 1,000円
研修室2 700円 1,200円

改　定　後
午後（13時～17時） 夜間（18時～22時）

10,000円 12,500円
650円 800円
850円 1,100円
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■野球場
施　設　名 改　定　前

佐原野球場
 問香取市民体育館　☎(55)1290 300円／1時間

山田中央運動広場
 問山田B＆G海洋センター　☎(78)3204 2時間以内　500円

栗源運動広場
 問小見川スポーツ・コミュニティセンター　☎(83)0101 2時間以内　500円

くろべ運動広場
 問小見川スポーツ・コミュニティセンター　☎(83)0101 1,000円／2時間

改　定　後

600円／2時間
※夜間照明使用料は別途

■水の郷さわら　☎(50)1183

施　設　名 改　定　前
水辺交流センター 多目的研修室 300円／1時間

佐原河岸
係留桟橋 300円／1回
船舶昇降スロープ 1艇1日　1,000円

改　定　後
350円／1時間 17時以降は520円

320円／1回 船舶昇降スロープ利用者は無料
1艇1日　1,300円

■小見川ふれあいセンター(水郷駅内）　【商工観光課】　☎(50)1212

施　設　名
改　定　前

午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）
やさしさサロン 2,000円 2,500円

改　定　後
午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）

1,200円 1,200円

■各Ｂ＆Ｇ海洋センター 小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（82）1000　山田Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（78）3204　栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（75）3311

施　設　名
改　定　前（山田・栗源）
13時～
16時30分

17時30分～
21時30分

アリーナ（個人）・大人 100円 100円
アリーナ（団体）・大人 1,000円 1,000円
武道場（個人） 100円 100円
武道場（団体） 1,000円 1,000円

施　設　名
改　定　前（山田・栗源）

13時～16時30分 17時30分～21時30分
プール（個人）・大人 100円 100円
プール（団体）・大人 1,000円 1,000円

改　定　後（全施設共通）
15時30分～
17時30分

17時30分～
19時30分

19時30分～
21時30分

150円 200円 200円
1,500円 2,000円 2,000円
100円 130円 130円
1,000円 1,300円 1,300円

改　定　後（全施設共通）
13時～16時30分 17時30分～21時30分

200円 200円
団体区分は廃止

【掲載は一部を抜粋したものです。詳細は各施設へ問い合わせください】

施　設　名
改　定　前

午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）
アリーナ 4,800円 7,200円
武道場・卓球室 2,000円 3,000円

改　定　後
午後（13時～17時） 夜間（18時～21時）

5,600円 5,600円
2,000円 2,000円

■香取市民体育館　 ☎(55)1290
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十間川

利根川

あやめ橋

港橋

佐原中
市役所

国交省佐原
中央病院 柳橋

通行止め
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